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8鈷1 介護報酬算定よの留意点について①  

介護報酬算定上の留意点について  

老 人 保 健 課  

基本的な視点   

高齢者の「尊厳の保持」と「自立支援」という   

介護保険の基本理念を踏まえ、   
以下のような基本的な視点に基づき、報酬・基準   
について見直し   

○中重度者への支援強化  

○介護予防、リハビ1」テーションの推進  

○地域包括ケア、認知症ケアの確立  

○サービスの質の向上  

○医療と介護の機能分担・連携の明確化  
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介護給付に  
訪問系サービス  

＜訪問リハビリテーション＞   

在宅復帰・在宅生活支援の観点から短期・集中的なサービス提供の評価   
を行う。   

○リハビリテーションマネジメント加算の創設  

より効率的・効果的なリハビリテーションを実施する観点から、介護支援専  
門員を通じ、居宅サービスを担う他の事業所に対して日常生活上の留意点、   
介護の工夫等の情報の伝達を行うなど多職種協働の推進を評価する。   

○短期集中リハビリテーション実施加算の創設  

退院・退所後又は初めて要介護認定を受けた後に、早期に在宅における日常  
生活活動の自立性を向上させるため、短期集中的にリハビリテーションを実  
施した場合に加算する。  

現行の日常生活活動訓練加算は、リハビ」テーションマネジメント加算及び  
短期集中リハビリテーション実施加算の創設に伴い廃止する。  

リハビリテーション  

マネジメント加算（新規）  

短期集中リハビリテーション  退院・退所日又は認定日から起算して  
実施加算（新設）  

1月以内の場合  330単位／日  
1月超3月以内の場合 200単位／臼  

＜介護予防訪問t」ハビリテーションの場合＞  

短期集中リハビリテーション  

実施加算（新設）  
退院・退所日又は認定目から起算して  
3月以内の場合  2（〕0単位／巳  

算定要件  

短期集中」ハビ」テーション実施加算は、予防給付、介護給付のいずれにおい  
てもリハビリテーションマネジメント加算の算定を要件とする。  
予防給付、介護給付のいずれにおいても、集中的な訪問リハビリテーションと  
は、1週につきおおむね2日以上実施した場合をいう。  
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通所、訪問リハビリテーション  

短期集中リハビリテーション実施加算 短期集中的なリハビリテー  
ションを評価  

（アセスメント詳細な計画  

が必要であるため、リハマ  

ネ加算算定していることが  

前提）  

マネジメント、プロセスを  
評価  

※適所のみ  

リハビリテーションマネジメント加算  

リハビリテーション本体如分  

l  †   

サービス開始   1ケ月   3ケ月   

基本部分  

適所系サービス  

＜適所介護・適所リハビリテーション共通＞  

○栄義マネジメント加算の創設  

低栄養状態にある者又はそのおそれのある利用者に対し、管理栄養士が看護  
職員、介護職員等と共同して栄責ケア計画を作成し、これに基づく適切なサ  
ービスの実施、定期的な評価と計画の見直し等の一連のプロセスを実施した  
場合に加算する。  

栄養マネジメント加算（新規） 
q 去慧慧監月  

○口腔機能向上加算の創設   

口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者に対し、歯科衛生士等が   
口腔機能改善のための計画を作成し、これに基づ＜適切なサービスの実施、   
定期的な評価と計画の見直し等の一連のプ0セスを実施した場合に加算する。  

＿100単位∠国  
燕月2画までし 原則3か月  

口腔機能向上加算（新規）  

ー99－   



＜適所介護＞  

○個別機能訓練加算（機能訓練体制加算の見直し）．   

個々の利用者の状態に適切に対応する観点から、現行の機能訓練体制加算  

（27学位／日）の算定要件を見直し、個別の機能訓練実施計画を策定し、   

これに基づきサービス提供を行った場合に加算する。  

＜適所リハビリテーション＞  

○リハビリテーションマネジメント加算の創設   

現行の個別リハビリテーション加算を見直し、個別のリハビリテーション実   
施計画の策定等の一連のリハビリテーションプロセスを実施するとともに、   
介護支援専門員を通して、居宅サービスを担う他の事業所に対して日常生活   
上の留意点、介護の工夫等の情報の伝達を行うなど多職種協働の推進を行っ  
た場合に加算する。   

○短期集中リハビリテーション加算の創設   

退院、退所直後又は初めて要介護認定を受けた後に、早期に在宅における日   
常生活活動の自立性を向上させるため、短期集中的に、リハビリテーション  
を実施した場合に加算する。  

個別リハビリテーション加算  

退院・退所後又は  
認定白  

1年以内130単位／白  
1年起 100単位／日  

短期集中り北■リテーショソ実施加算（新規）   

退院・退所後又は認定日  

180単位／日  
130単位／日   

80単位／日  

1月以内  

1月起3月以内  

3月鼠ヨ  
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（聞）短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、退院（所）日又は認定日から直近のリハビリテーションを評価する  
報酬区分を算定した上で、継続的に各報酬区分を算定しなければ、井定は詑められないか。例えば、次のような報酬算定は認めら   

（例）  

退院（所）日又は比定日から起算して1か月以内…算定せす  

（同上） 1か月超3か月以内■‥算定せず  
（同上）  3か月超 ‥・＃二定  

（答）退院・退所直後の改善可能性の高い期間において、集中的なリハビリテーションを利用することが利用者にとって望ましいも  

のと考えるが、継続的な算定が行われていなくても、各報酬区分の算定要件に適合すれば算定することができる。  

（間）短期集中リハビリテーション実施加其の算定要件として、r3月以卿こついて、概ね1過仰に2日以上実施するとともに、個別  
のリハビリテ“ションを1日哺分以上行うこと」とあるが、連続して40分以上の個別リハビリテーションを冥施する必要があるのか。  

また具体的な実施方法如何。  

（筈）当抜加算の井定要件としての個別リハビリテーションの実施については、必ずしも連続した40分以上の実施が必要ではない．   
また、個別リハビリテーションの実施が、複数職種によって、合計40分以上実施することであっても差し支えない。  

（間）それぞれ別の適所介琵・適所リハビリテーション事業所に適所している場合、それぞれの事業所で同時に栄養マネジメント加  

算又は口腔機能向上加算を算定することはできるか。  

（筈）御指傭の件については、ケアマネジメントの過程で適切に判断されるものと掟識しているが、①算定事件として、それぞれの  
加算に係る実施内容等を勘案の上、1事業所における請求回数に限度を設けていること、②2事業所において暮定した場合の利用  
者負担等も勘案すべきことから、それぞれの事業所で栄養マネジメント加算又は口腔機能向上加算を井定することは基本的には  
想定されない。  

（聞）通所リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算の「退院（所）日」について、短期入所生活介旺（療養介旺）から  
の退院（所）も含むのか。  

（答）短期入所からの退院（所）は含まない。  

3施設共通   

○介護保険施設については、ユニット型個室と多床室との報   

酬水準の見直しなど平成17年度介護報酬改定に関連した   

課題への対応、経営状況等を踏まえた見直しを行う。  

○また、介護保険施設の将来像としては、医療保険との機能   

分担の明確化を図りつつ、「生活重視型の施設」又は「在   

宅復帰・在宅生活支援重視型施設」への集約を図る。  

こうした将来像を踏まえ、18年度改定においては、   

中重度者への重点化、在宅復帰支援機能の強化、サービス   

の質の向上等の観点から見直しを行う。  
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現行の経口移行加算を見直し、経口で食事が摂取できるものの摂食機  
能障害を肯し、誤瞭が認められる者に対し、多職種協働により摂食・  
瞬下機能に配慮した経口維持計画を作成し、計画に従い特別な管理を  
行う場合に加算する。  

経口移行加算  

経菅栄養の者を対象  28単位／日  

経口維持加算  

Ⅰ著しい誤【旅が認められる者を対象  

28単位／日  
Ⅱ誤嘩が認められる者を対象（新設）  

5単位／日  

経口移行加算  

経菅栄真の者・著しい誤瞭  

が認められる者を対象  

28単位／日   
（算定は原則180日まで）  

（算定は原則180日まで）  

※経口維持加算Ⅱの算定要件  
・経口により食事を摂取している看であって、摂食機能障害を肯し、誤疇が認められる毛  
の（水飲みテスト等による医師の確認が必要）を対象とし、以下の基準に適合しているこ  
と。  
・入院患者の摂食▲疇下機能が医師の診断により適切に評価されていること。  
・誤瞭等によるリスクの管理体制が適切に整備されていること。  
・貪形態の配慮など誤礁防止のための適切な配慮がなされていること。  
・上記を多職種協働により実施するための体制が施設において構築されていること。  

道所後の在宅生活について本人・家族等の相談支援を行うとともに、居宅介護支   
援事業者や主治医との連携を図るなど、在宅復帰支援を積極的に行い、かつ、一   

定割合以上の在宅復帰を実現している施設について加算を創設する。  l■‾‾、■‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾●‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‖－‾－‾－■‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾●‾‾‾■■■●一‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾－－‾‾‾●‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
1  

在宅復帰支援機能加算（新設）qlO単位／日  

ービスの  

①感染症管理体制の強化   

介毒妻保険施設における感染症管理体制の徹底を図る観点から、感染症への対応  
万策を基準上明確化する。  

②介護事故に対する安全管理体制の強化   

介護老人福祉施設及び介護老人保健施設について、介護事故に対する安全管理   
体制の確保を基準上明確化する。  

③ 身体拘束廃止に向けた取組みの強化   
身体拘束については、現行基準上、原則として行ってはならず、例外的に行う   
場合においても理由等の記録を行うことが義務付けられているが、こうした基   
準を満たしていない場合には減算する。  

身体拘束廃止未実施減算（新設）⇒ ▲5学位／日  
l－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－■－－■■一一－－－－◆一一■－－一一■－■－－一－－■－■●■－■■－■－－－－－－－－－－－－－－－－一－■■■■■■－▲  
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老人保健施設  
サービス費の創 

入所者であって退所が見込まれる者机在宅において試行的に訪問介護等のサー   
ビスを利用する場合に、当該期間、施設サービス責に代えて算定する試行的退所   
サービス賓を創設する（1月につき6日を限度）。   

※ 施設はこのサービス苧の範囲内で、訪問介護事業所等と契約して在宅サービ  
ス提瞑を行う。  

1‾‾■‾■■‾‾‾－‾‾■■■‾‾●●●■●■■●■■－「ト■‥■・－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－一一－－－一－－－一一－－－－－－－一一－一一－－■－－－－－－－一一一一一一－－一一－－－－－－－一一－－－－－一一－一  

試行的退所サービス費（新設） ⇒ 800単位／日  

サテライト型老人保健施設サービス費の創設   

地域の中に立地し、在宅に近い生活環境の下で在宅復帰の支援を行う小規模（   
29人以下）の老人保健施設について、基準の緩和等を図りつつ、報酬上評価する。   

※ 算定は180日を限度とする。  
「‾‾‾‾‾‾‾‾‾■‾－－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾、‾‾‾‾‾‾‾‾■‾‾‾‾‾‾●‾●‾‾‾‾‾－‾－‾‾‾‾‾●●●‾■■■－‾‾◆‾‾‾●‾‾‾‾■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾ 「  

単位数は、介護老人保健施設と同じ。  

リハビリテ「ション機能加算の見直』   

現行のリハビリテーション機能強化加算を見直し、個別のリハビリテーショ   
ン計画の策定等の一連のt」ハピー」テーションプロセスを実施するとともに、   

多職種協働による短期・集中的なリハビリテーションを評価する。  

リハビリテーションマネジメン  

ト加算  
25学位／日  

リハビリテーション機能強化  

加算  30学位／日  

短期集中リハビリテーション  
実施加算（入所後3か月以内）  

60単位／日  
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老人保健施設  

二     3ケ月以内     ニ  
短期集中的なリハビリテー  
ションを評価。  
（リハビリテーション・マ  

ネージメント加算を算定し  
ていることが前提）  

マネジメントプロセスを  

評価し報酬上、明確化  

短期集中リハビリテーション加算  
認知症短期集中リハビリテーション   （60単位／日） 口算（60単位／日）  

リハビリテーションマネジメント加算 （25単位／日）  

基本部分  
（施設サービス費に含まれる）  

（問〉老健施設及び療憂型施設におけるリハビリテーションマネジメント加算の算定に当たって、①本人の自己都合、②体調不良等  
のやむを待ない理由により、実施回数、  

（苔）老腱施設及び療養型施設におけるリハビリテーションマネジメント加井の壬定に当たっては、正当な理由なく、算定要件に適  
合しない場合には、暮定は認められない．  
したがって、井定要件に適合しない場合であっても、①やむを得ない理由によるもの（利用者の体調悪化等）、②総合的なアセスメ  

ントの結果、必ずしも当抜目安を超えてい机、場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもので、利用者の同意を待ている  
もの（一時的な意欲減退に伴う回数調整等）であればリハビリテーションマネジメント婁簸搬Ⅶ中の算定は認められる。  
なお、その場含はリハビリテーション実施計画書の備考欄等に、当該理由等を記航する必要がある。  

（閤）リハビリテーションマネジメント加算については利用者又は入所（焼）者会見に算定する必要があるか。  

（筈）当抜加算は、原則全員に加算すべきものであるが、事業所又は施設の臓員体制が整わない等の理由により、利用者又は入所  
（院）者会見に対して個別リハビリの実施回数、時桝等の算定要件を満たすサービスを提供できない場合にあっては、加算の算定要  
件を満たすサービスを提供した利用者又は入所（院）者のみについて加耳を算定することもできる。  
ただし、その場合にあっても、利用者又は入所（院）者全員に対しでノハビリテーションマネジメントを実施できる体制を整えるよう、体  
制の強化に努める必要がある  

（間）短期集中リハビリテーション実施加嘉については、r過去3か月の軌＝、当該介護者人保健施設に入所した辛がない場合算定  
できる」とされているが、次の例の場合は井定可能か。（例：A老俄に6か月入所した後、B毛俄に入所した場合のB老他における算  
定の可否。）  

（答）当該規定は、医療機関への入退所等により同一の毛腱施設に再入所した者について再度の加算の算定を制限するものであり、  
新たに別の老健施設に入所した場合にあっては、算定はできる。  
ただし、新たに入所した別の老健施設において、当抜加井を算定する場合は、リハビリテーションマネジメントにおいて、利用者の  

状態等の変化によって、新たに短期集中リハビリテーションの必要性があることが位置づけられている場合に限る．  

（聞）「短期集中リハビリテーション実施加書」と「認知症短期集中リハビリテーション実施加軌は同日に重複して加算することは可能  

か。  

（答）別単位として、それぞれのリハビリテーションが行われているものであれば算定できる。  
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（間）認知症短期集中リハビリテーション実施加∫の要件であるー認知痘に対するリハビリテーションに関わる書門的な研修を♯  
した医軌の研鯵とは具体的に何か。  

（昔）故知痘に係る早期診断に醐する技稀・知識を習得することを自的として行われる、全国老人保健施設協会が主催するー詮知  
慮ケア研♯会」や、都遭府県が実施する「紘知症サポート医養成研削が該当すると考えている。  

（間〉介擾老人食儀▲毅におけるリハビリテーションマネジメント加算及び介護療暮型医療施設の特定鯵膚tにおけるリハビリテー  

ションマネジメントは、†個別リハビリテーション（1遇l＝概ね2回以上、甜分以上／日）の実施を事件（ホ団リハビリテーションのみの実  

施は不可）j（平成18年4月改定日俵Q＆A（vd．3）即）とされているが、その具体的実施方法如何。  

（育〉  

介擾老人保職場饅におけるリハビリテーションマネジメント加暮及び介按療書聖医療施設の特定診療井におけるリハビリテーション  
マネジメントの嘉定璽僻とされているー概ね1卦こつき2回以上の個別リハビリテーションの実動とは、入所者ごとのリハビリテー  
ション実縫針爾に益づき、医師又は医師の籍革を受けた理学療法士、作業療法士又は青侍せ鷺士が入所者と1対1で概ね週2回  
以上行うこととされている（平成18年4月改定関係Q＆A（v91．1）間84専）．  
その場合の■別リハビリテーションの提供方法としては、遇2回以上のうちの1回については、20分間以上にわたり1対1の個別リ  

ハビリテーションを実施することを必環とし、それ以外の回については、リハビリテーション実施計画上、入所者にとって有効である  
場合については、概ね10名以下を1か所に集めて、それぞれの者に対して■別的なリハビリテーションを行いつつ、全体として20分  
以上のリハビリテーションを実施することも托められるものとする．  
なお、介社宅人保職権設における短期▲中リハビリテーション実施加書及び介圧療賽型医療施穀における短期集中リハビリテー  

ションの事件とされているrl凱こつき＃ね8日以上のリハビリテーションの実軌とは、上記リハビリ書門職掛＝よる入所者との1対  
1の個別リハビリテーションを3日以上実施するものである。  

在宅時医学総合管理料等の見直し  

特定施設入居者生活介護を算定する施設の取り扱い  

平成18年改定前   平成18年改定後   見直し   

獲たきり老人在宅総合診療科は  算定範囲拡大（①在宅療養支  算定範囲拡大（在宅療養支援   
算定不可   援診療所の医師が訪問、かつ、  診療所の医師が訪問の場合に  

②末期の悪性腫瘍の患者に限  
り井定可   

外部サービス利用型特定施設の取り扱い  

外部サービス利用型特定施設の入居者については、在宅時医学総合管理料及び在宅患者訪問診療  
科が算定できる取り扱いとする。  

●特別な関係にある場合の在宅時医学総合管理料の取り扱い  

平成18年反故定前   平成柑年度改定後   見直し   

診  
療  ある場合には嘉定不可）   合を除き、特別の関係にある場合には鷺定  

所   不可   

特別の関係にある場合にあって  嘉定範匪の縮小（特別の関係に  算定範囲の縮小（療養病床を有料老人ホー  
病  ある場合には暮定不可）   ム専に転換する専の経書を講じた病院で  

院  あって、在宅療養支援診療所と同様の医療  
体制を有する場合を除き、特別の関係にあ  
る場合には暮定不可）   
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